
件　名　公立大学法人前橋工科大学で使用する電気

下記のとおり、回答します。

No 質　　問 回　　答

1 入札書に記載する日付は入札日以前の日付でよろ
しいでしょうか。

入札期間中の日付（郵送日等）を記載してくださ
い。

2 提出する内訳書は、入札説明書等で示された内訳
書と同等の内容が網羅された、事業者の任意様式
で提出することは可能でしょうか。

内訳書と同等の記載事項が全て記載されていれ
ば、問題ありません。

3 入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生
じた場合は，電話等にて連絡をいただけますで
しょうか。

変更や修正があった場合は、大学ＨＰにて周知す
るとともに、担当者届記載の連絡先に電話で連絡
します。

4 封筒の大きさや記載方法、封印方法等に指定はあ
りますでしょうか。

封筒の大きさ及び封印方法の指定はありません。
封筒には、次の内容を記入してください。
　　①件名
　　②入札実施日
　　③入札者名（商号又は名称）
　　④「入札書在中」（朱書き）

5 契約期間中に契約電力の変更予定はありますか。 契約電力の変更は予定しておりません。

6 契約電力を変更（増加・減少）する場合，一般送
配電事業者（東京電力パワーグリッド株式会社）
への接続供給サービス申込みのため、申込契約電
力の算出根拠が必要となります。算出根拠資料の
提出をお願いいたします。

契約電力を変更する場合は、算出根拠資料を提出
します。

7

契約書や覚書について協議することは可能でしょ
うか。また、契約書にない細事項に関しては、電
気需給約款に依拠する形で締結することは可能で
しょうか。また、落札後の契約条件を確認する必
要があるため、入札前に契約書(案)をご提示いた
だけますでしょうか

可能です。入札公告、入札説明書又は仕様書に記
載のない内容については、双方協議の上決定する
こととします。契約書（案）は、入札HPに公開し
ましたので、確認してください。

8

弊社が落札した場合、当該地域の一般送配電事業
者が定める託送供給等約款およびその他の供給条
件等の変更または法令の制定もしくは改廃によ
り、弊社の電気需給約款等を見直しする必要が生
じた場合、契約期間満了前でも応じていただけま
すでしょうか。

法令改正等による場合は、双方協議の上、見直し
することは、可能です。

9

弊社が落札した場合、契約先変更の手続きに必要
な以下の内容をご提示いただけますでしょうか。
・供給地点特定番号（22桁の識別番号です。）
・現在の供給者とのご契約番号（コード）
・現在の供給者とのご契約名義
・現在の供給者

落札された場合に提供します。

質 問 回 答 書

●入札書等に関する質問

●契約電力に関する質問

●契約に関する質問

参考資料

令和３年度実施時質問回答
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10

支払期限日および遅延利息に関して、それぞれ｢供
給者への料金の支払期限は供給者の定める約款等
の規定によるものとする。｣｢支払期日までに支払
われない場合には電気需給約款に定める延滞利息
を申し受ける｣といった、契約条項にさせていただ
くことは可能でしょうか。
また、支払期日について落札後協議に応じていた
だけますか。例：「請求書を受理した日から３０
日以内」等

　支払は、学内規程の定めにより、原則翌月末ま
でに行うこととさせていただきます。ただし、契
約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適
当と認められるときは、双方協議の上、別に支払
期限を定めることとします。

11

契約協議は電話、メール等での対応でよろしいで
しょうか。

問題ありません。

12 電気の需給契約の廃止日（または　契約電力の減
少日）がわからないため、１年以上弊社との契約
が継続するものとして、応札価格を算定させてい
ただきますが、新たに電気の契約を締結した後、
１年に満たないで契約を廃止される場合（または
契約電力等を１年に満たないで減少される場合）
は、当該部分について臨時電力を適用したものと
して後日料金を精算させていただくことになりま
すがよろしいでしょうか。

現行契約の終了日は、令和３年３月３１日の予定
となっています。この入札に係る契約について
は、１年以上の契約を継続するものとして、応札
価格を算定してください。１年満たないで、契約
を解除する場合の清算については、基本的には想
定していませんが、落札後の業者と双方協議の
上、電気需給約款等で定めることとします。

13 請求内訳について、形式はＣＳＶ形式必須でしょ
うか。

ＣＳＶ形式での出力が難しい場合は、書面により
毎月の使用量、最大需要電力及び請求金額の確認
ができれば、問題ありません。

14 次回入札公告時に入札希望者の業務負担軽減を目
的として、他事業者を含んだ今回の質問回答内容
を参考資料として配布していただけないでしょう
か。

今回の質問回答内容については、ＨＰに掲載しま
す。次回の入札執行の際にも情報提供させていた
だく予定です。

●その他の質問

●支払い・請求等に関する質問


